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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和５年１１月２９日（水） 午前１０時１分 開会 

                午前１１時１分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 光 好 博 幸  委  員 増 永 和 起 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 塚 本  崇   

  議  長 水 谷  毅  副 議 長 松 本 暁 彦 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

  総務部長 山 口  猛 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 同局次長 大 西 健 一 

同局次長代理 香 山 叔 彦  同局主査 松 木  愛 

 

１．案件 

・令和５年第４回定例会審議日程及び議事日程について 

・認定第１号 令和４年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

・協議事項について 
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（午前１０時１分 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は増永委員

を指名します。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日は大変お忙しいところ、議会運営委

員会を開催していただき、ありがとうござ

います。 

 来る１２月４日に開催されます令和５

年第４回摂津市議会定例会におきまして、

報告案件１件、予算案件５件、条例案件６

件、その他案件１９件、合計３１件の議案

を提出させていただきます。 

 概要につきましては、この後、総務部長

から説明いたしますので、どうかよろしく

お取り計らいのほど、よろしくお願い申し

上げます。 

○村上英明委員長 挨拶が終わりました。 

 それでは、第４回定例会の提出議案につ

いて概略説明をお願いします。 

 総務部長。 

○山口総務部長 令和５年第４回市議会

定例会提出案件の概略説明をさせていた

だきます。 

 まず、報告第９号は、令和５年度摂津市

一般会計補正予算（第６号）専決処分報告

の件でございます。本件は、障害者相談支

援事業に係る消費税について、市町村が行

う障害者相談支援事業を民間事業者に委

託して行った場合も、消費税の課税対象と

なることが判明したため、相談支援事業及

び基幹相談支援センター事業を委託する

市内４事業所に対して、消費税及び延滞税

等の相当額を負担するため、歳入歳出それ

ぞれ、２，１０１万９，０００円を追加す

る補正予算を、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、１１月１５日に専決処分

をいたしたものでございます。 

 主な内容は、歳入では、補正予算の財源

として財政調整基金繰入金２，１０１万９，

０００円を計上いたしております。 

 歳出では、消費税の修正申告が過去５年

までの遡りのため、過年度分の平成３０年

度から令和４年度までの市内４事業所へ

の委託料に係る消費税分と事業所が行う

消費税の修正申告に係る延滞税などの相

当額を相談支援事業委託料負担金として

２，１０１万９，０００円を計上いたして

おります。 

 次に、議案第６８号は、令和５年度摂津

市一般会計補正予算（第７号）でございま

す。本件は、現計予算額４７３億１，７９

０万９，０００円に補正額６，５７１万５，

０００円を追加し、補正後の予算額を４７

３億８，３６２万４，０００円とするもの

でございます。 

 その内容は、歳入で、国民健康保険基盤

安定負担金、産前産後保険料負担金、社会

資本整備総合交付金、健康・栄養等縦断調

査費用負担金などを計上するほか、補正財

源の調整として財政調整基金繰入金を増

額補正いたしております。 

 歳出では、人事異動及び人事院勧告に伴

う人件費の補正のほか、物価高騰対策とし

て、物価高騰対策割引券交付事業や医療施

設、介護サービス事業所、障害福祉サービ

ス事業所、障害児福祉サービス事業所及び

民間保育所などに対する物価高騰対策支

援金を計上し、国民健康保険基盤安定及び

産前産後保険料減額に係る国民健康保険

特別会計繰出金、健康・栄養等縦断調査に

係る委託料などを計上いたしております。 

 また、継続費では、とりかいこども園建
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設事業及び千里丘小学校建設事業を設定

しております。 

 繰越明許費の補正では、駅前広場施設管

理事業及び小学校施設改修事業を追加し

ております。 

 債務負担行為の補正では、障害者自立支

援事業ほか５事業を追加し、防犯カメラ設

置事業及び千里丘駅西地区再開発事業を

変更しております。 

 地方債の補正では、千里丘駅東口改良事

業債を追加し、正雀南千里丘線外２路線道

路改良事業債及び阪急京都線連続立体交

差事業債を変更しております。 

 次に、議案第６９号は、令和５年度摂津

市水道事業会計補正予算（第１号）でござ

います。本件は収益的収入におきまして、

現計予算額２１億４，５２６万３，０００

円に補正額４４万４，０００円を減額し、

補正後の予算額を２１億４，４８１万９，

０００円、収益的支出におきまして、現計

予算額２１億１，２０２万９，０００円か

ら補正額２，５２４万４，０００円を減額

し、補正後の予算額を２０億８，６７８万

５，０００円とするものでございます。ま

た、資本的支出におきましては、現計予算

額１３億９，４９２万４，０００円から補

正額１，０８１万５，０００円を減額し、

補正後の予算額を１３億８，４１０万９，

０００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

及び人事院勧告に伴う人件費の補正のほ

か、令和４年度決算に伴う予算の補正、不

用額の補正を計上いたしております。 

また、債務負担行為では、給配水管維持管

理事業ほか５事業を追加いたしておりま

す。 

 次に、議案第７０号は、令和５年度摂津

市下水道事業会計補正予算（第１号）でご

ざいます。本件は収益的収入におきまして、

現計予算額３７億７，２５０万５，０００

円から補正額６，８０１万８，０００円を

減額し、補正後の予算額を３７億４４８万

７，０００円、収益的支出におきまして、

現計予算額３７億１，８０２万１，０００

円から補正額６，４１９万５，０００円を

減額し、補正後の予算額を３６億５，３８

２万６，０００円とするものでございます。

また、資本的支出におきましては、現計予

算額３０億１，７７６万４，０００円に補

正額４万１，０００円を追加し、補正後の

予算額を３０億１，７８０万５，０００円

とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

及び人事院勧告に伴う人件費の補正のほ

か、令和４年度決算に伴う予算の補正、不

用額の補正を計上いたしております。 

また、債務負担行為では、公共下水道管理

事業ほか７事業を追加いたしております。 

 次に、議案第７１号は、令和５年度摂津

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

でございます。本件は現計予算額９２億４，

８５７万６，０００円から補正額９４８万

８，０００円を減額し、補正後の予算額を

９２億３，９０８万８，０００円とするも

のでございます。 

 補正の内容といたしまして、歳入におき

ましては、保険基盤安定負担金の確定、法

改正に伴う出産被保険者の保険料の減額

などによる補正でございます。歳出におき

ましては、人事異動及び人事院勧告に伴う

人件費の補正のほか、法改正に伴うシステ

ム改造委託料でございます。 

 次に、議案第７２号は、令和５年度摂津

市介護保険特別会計補正予算（第２号）で

ございます。本件は、現計予算額７７億７，

３６０万３，０００円に補正額１４１万１，
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０００円を追加し、補正後の予算額を７７

億７，５０１万４，０００円とするもので

ございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

及び人事院勧告に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

また、債務負担行為では、要介護認定調査

事業を設定いたしております。 

 続きまして、議案第７３号は、摂津市長

期継続契約に関する条例制定の件でござ

います。本件は、地方自治法に基づき、長

期継続契約に関する事項を定めるため、制

定するものでございます。 

 その内容は、翌年度以降にわたり物品を

借り入れ、又は役務の提供を受ける契約を

締結できるものとして、電子計算機等の物

品を借り入れる契約や庁舎の警備、清掃等

の施設管理に関する契約などを定めるも

のでございます。 

 なお、施行日は、公布の日といたしてお

ります。 

 次に、議案第７４号は、摂津市会計年度

任用職員の勤務条件等に関する条例等の

一部を改正する条例制定の件でございま

す。本件は、地方自治法の改正に伴い、会

計年度任用職員の勤勉手当を新設するた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 その内容は、フルタイム会計年度任用職

員及びパートタイム会計年度任用職員の

給与に勤勉手当を追加し、会計年度任用職

員の勤勉手当の支給割合、算定の対象とな

る勤務期間などを定めるものでございま

す。 

 なお、施行日は令和６年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第７５号は、摂津市一般職の

職員の給与に関する条例及び摂津市会計

年度任用職員の勤務条件等に関する条例

の一部を改正する条例制定の件でござい

ます。本件は、一般職の職員の給料月額並

びに期末手当及び勤勉手当の支給割合並

びに会計年度任用職員の給料月額及び期

末手当の支給割合を改定するため、所要の

改正を行うものでございます。 

 その主な内容は、第１条におきまして、

一般職の職員の給料月額を引き上げると

ともに、一般職の職員の期末手当について、

令和５年１２月期の支給割合を１００分

の１２０から１００分の１２５に、勤勉手

当を１００分の１００から１００分の１

０５に引き上げるものでございます。 

 第２条におきましては、一般職の職員の

期末手当について、令和６年度以降の６月

期及び１２月期の支給割合をそれぞれ１

００分の１２２．５に、勤勉手当を１００

分の１０２．５とするものでございます。 

 第３条におきましては、会計年度任用職

員の給料月額を引き上げるとともに、会計

年度任用職員の期末手当について、令和５

年１２月期の支給割合を１００分の１２

０から１００分の１２５に引き上げるも

のでございます。 

 第４条におきましては、会計年度任用職

員の期末手当について、令和６年度以降の

６月期及び１２月期の支給割合をそれぞ

れ１００分の１２２．５とするものでござ

います。 

 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。ただし、第２条及び第４条の規定は

令和６年４月１日といたしております。 

 次に、議案第７６号は、摂津市手数料条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。本件は地方公共団体の手数料の標

準に関する政令の改正に伴い、所要の改正

を行うものでございます。 

 その内容は、高圧ガス保安法の改正に伴
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い、その引用箇所の規定の整備を行うもの

でございます。 

 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。 

 次に、議案第７７号は、摂津市国民健康

保険条例の一部を改正する条例制定の件

でございます。本件は、国民健康保険法等

の改正に伴い、出産被保険者の保険料を減

額するため、所要の改正を行うものでござ

います。 

 その主な内容は、世帯に出産被保険者が

ある場合には、世帯主に対して賦課する保

険料の所得割及び被保険者均等割を減額

するもので、減額する額は、出産予定月の

前月から出産予定月の翌々月までの期間

に係る所得割額及び被保険者均等割額と

するものでございます。 

 なお、施行日は令和６年１月１日といた

しております。ただし、出産被保険者に関

する届出の準備行為の規定は、公布の日と

いたしております。 

 次に、議案第７８号は、摂津市火災予防

条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。本件は、対象火気設備等の位置、

構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を

定める省令の改正に伴い、所要の改正を行

うものでございます。 

 その主な内容は、規制の対象となる蓄電

池設備は、蓄電池容量（キロワット時）を

用いて区分することとし、蓄電池容量が１

０キロワット時以下のもの及び２０キロ

ワット時以下のもので出火防止措置が講

じられたものを規制の対象から除くこと

とするもので、開放形鉛蓄電池を用いたも

の以外は、耐酸性の床上等に設けなくても

良いこととするものでございます。 

 また、屋外に設ける蓄電池設備は、雨水

等の侵入防止措置が講じられたキュービ

クル式のものでなくても、筐体に収められ

たものとすれば良いこととするもので、原

則として建築物から３メートル以上の隔

離距離を設ける必要がありますが、一定の

要件を満たせば不要とするものでござい

ます。 

また、新たな固体燃料を用いた厨房設備の

離隔距離を定めることとするものでござ

います。 

 なお、施行日は令和６年１月１日といた

しております。 

 続きまして、議案第７９号から議案第９

７号までは、いずれも公の施設の指定管理

者の指定を行うものでございます。 

 まず、総括的に手続及び議案の内容につ

いてご説明いたします。 

 本市におきましては、平成１８年４月か

ら公の施設に指定管理者制度を導入して

おります。今回、令和５年度末をもって、

指定管理者の指定期間が満了いたします

４５施設について、指定管理者の指定及び

指定期間を設定いたしたく、議会の議決を

求めるものでございます。 

 それでは、議案の概要についてご説明い

たします。 

 まず、施設の名称として、指定管理者に

管理を代行させる公の施設の名称を明記

しております。 

次に、指定する団体として当該施設の管理

を代行させる指定管理者の所在地及び名

称を明記しております。 

最後に、当該指定管理者として指定する期

間を明記しております。 

 議案第７９号、議案第８０号、議案第８

４号、議案第８５号、議案第９３号、及び

議案第９５号は、公募を実施し、指定管理

者選定委員会において選定を行い、審査の
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結果、管理を代行させるにふさわしいと判

断いたしたものでございます。 

 詳細な審査結果につきましては、議案発

送と併せて配付いたしました指定管理者

候補者の選定について（報告書）をご覧い

ただきますようお願いいたします。 

 議案第８１号から議案第８３号、議案第

８６号から議案第９２号、議案第９４号、

議案第９６号、及び議案第９７号は、平成

２５年３月にお示ししております指定管

理者制度に関する指針（第２次改訂版）に

基づき、現在、指定管理者として指定して

いる団体を引き続き指定管理者として指

定するものでございます。 

 これらの施設につきましても、指定を受

けようとするものから事業計画書等の提

出を受け、提出された書類を慎重に審査し、

管理を代行させるにふさわしいと判断い

たしたものでございます。 

なお、指定期間につきましては、同指針に

基づき、５年といたしております。 

 それでは、個別の議案の内容をご説明い

たします。 

 議案第７９号は、指定管理者指定の件

（摂津市営住宅）でございます。 

 本件の指定する団体は、兵庫県西宮市六

湛寺町９番１６号、日本管財・日本住宅管

理共同事業体代表者、日本管財株式会社代

表取締役社長、福田慎太郎で、指定の期間

は令和６年４月１日から令和１１年３月

３１日までとしております。 

 次に、議案第８０号は、指定管理者指定

の件（摂津市立正雀市民ルーム）でござい

ます。 

 本件の指定する団体は、吹田市南金田二

丁目１２番１号、株式会社ビケンテクノ代

表取締役社長、梶山龍誠で、指定の期間は、

令和６年４月１日から令和１１年３月３

１日まででございます。 

 次に、議案第８１号は、指定管理者指定

の件（摂津市立市民ルームフォルテ３０１

及び３０３）でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市千里丘東

二丁目１０番１号、摂津都市開発株式会社

代表取締役、豊田拓夫で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第８２号は、指定管理者指定

の件（摂津市立コミュニティプラザ）でご

ざいます。 

 本件の指定する団体は、摂津市香露園３

２番１９号、一般財団法人摂津市施設管理

公社理事長、藤井智哉で、指定の期間は、

令和６年４月１日から令和１１年３月３

１日まででございます。 

 次に、議案第８３号は、指定管理者指定

の件（摂津市立別府コミュニティセンター）

でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市香露園３

２番１９号、一般財団法人摂津市施設管理

公社理事長、藤井智哉で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第８４号は、指定管理者指定

の件（摂津市青少年運動広場ほか８施設）

でございます。 

 本件の指定する団体は大阪市中央区上

本町西一丁目２番１９号、株式会社エスエ

スケイ代表取締役、佐々木恭一で、指定の

期間は令和６年４月１日から令和１１年

３月３１日まででございます。 

 次に、議案第８５号は、指定管理者指定

の件（摂津市立温水プール）でございます。 

 本件の指定する団体は、大阪市西区江戸

堀一丁目２番１１号、シンコースポーツ・

日本管財グループ代表者シンコースポー
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ツ株式会社大阪支店支店長、豆野伸彦で、

指定の期間は令和６年４月１日から令和

１１年３月３１日まででございます。 

 次に、議案第８６号は、指定管理者指定

の件（摂津市民文化ホール）でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市香露園３

２番１９号、一般財団法人摂津市施設管理

公社理事長、藤井智哉で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第８７号は、指定管理者指定

の件（摂津市立葬儀会館）でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市香露園３

２番１９号、一般財団法人摂津市施設管理

公社理事長、藤井智哉で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第８８号は、指定管理者指定

の件（摂津市斎場）でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市香露園３

２番１９号、一般財団法人摂津市施設管理

公社理事長、藤井智哉で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第８９号は、指定管理者指定

の件（摂津市立保健センター）でございま

す。 

 本件の指定する団体は、摂津市南千里丘

５番３０号、一般財団法人摂津市保健セン

ター理事長、河野公一で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第９０号は、指定管理者指定

の件（摂津市立休日小児急病診療所）でご

ざいます。 

 本件の指定する団体は、摂津市南千里丘

５番３０号、一般財団法人摂津市保健セン

ター理事長、河野公一で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第９１号は、指定管理者指定

の件（摂津市立ひびきはばたき園ほか２施

設）でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市桜町二丁

目１番７号、社会福祉法人摂津宥和会理事

長、松嶋桂子で、指定の期間は令和６年４

月１日から令和１１年３月３１日までで

ございます。 

 次に、議案第９２号は、指定管理者指定

の件（摂津市立みきの路）でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市桜町二丁

目１番７号、社会福祉法人摂津宥和会理事

長、松嶋桂子で、指定の期間は令和６年４

月１日から令和１１年３月３１日までで

ございます。 

 次に、議案第９３号、指定管理者指定の

件（摂津市立千里丘駅東自転車駐車場ほか

１０施設）でございます。 

 本件の指定する団体は、大阪市西淀川区

柏里二丁目４番１号、野里電気工業株式会

社代表取締役、藤川雅浩で、指定の期間は

令和６年４月１日から令和１１年３月３

１日まででございます。 

 次に、議案第９４号は、指定管理者指定

の件（摂津市立フォルテ摂津自転車駐車場

及び摂津市立フォルテ摂津自動車駐車場）

でございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市千里丘東

二丁目１０番１号、摂津都市開発株式会社

代表取締役、豊田拓夫で、指定の期間は令

和６年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 次に、議案第９５号は、指定管理者指定

の件（摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図

書センター）でございます。 

 本件の指定する団体は、大阪市中央区北
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浜東１番２０号、ナカバヤシ株式会社代表

取締役、湯本秀昭で、指定の期間は令和６

年４月１日から令和１１年３月３１日ま

ででございます。 

 次に、議案第９６号は、指定管理者指定

の件（摂津市立第１児童センター）でござ

います。 

 本件の指定する団体は、摂津市桜町二丁

目１番７号、社会福祉法人摂津宥和会理事

長、松嶋桂子で、指定の期間は令和６年４

月１日から令和１１年３月３１日までで

ございます。 

 次に、議案第９７号は、指定管理者指定

の件（摂津市立児童発達支援センター）で

ございます。 

 本件の指定する団体は、摂津市桜町二丁

目１番７号、社会福祉法人摂津宥和会理事

長、松嶋桂子で、指定の期間は令和６年４

月１日から令和１１年３月３１日までで

ございます。 

 以上、令和５年第４回定例会提出案件の

概略説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けいたし

ます。よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 質問がないようです

ので理事者の皆さんは退席いただいて結

構です。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２７分 休憩） 

（午前１０時２８分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 それでは、認定第１号、令和４年度摂津

市一般会計歳入歳出決算認定の件、所管分

について審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 荒井局長。 

○荒井事務局長 認定第１号、令和４年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、議会

事務局に係ります部分について補足説明

をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書の６６ページ、款２０諸収入、項

４雑入、目２雑入、節１雑収入は、議会事

務局分として、私用電話使用料は、議員一

同名で電報発信した際の実費分及び電子

複写機使用料は、各会派が使用されました

コピー代でございます。 

 次に歳出でございます。 

 決算書の７４ページから７７ページ、款

１議会費、項１議会費、目１議会費、節１

報酬のうち、会計年度任用職員報酬は、議

会秘書業務担当職員２名及び自動車運転

嘱託員を含めた３名分の報酬でございま

す。 

 節４共済費のうち、議員共済給付費負担

金は、共済給付金の給付に要する費用を各

地方公共団体で負担する負担金及び議員

共済事務費負担金は、市議会議員共済会に

支払う事務負担金でございます。 

 節７報償費は、政務活動費の検査に係る

検査員への謝礼として支払った報償金な

どでございます。 

 節８旅費のうち、費用弁償は、委員会の

行政視察や議長等の出張に係る旅費など

であり、普通旅費は事務局職員の出張の旅

費でございます。 

 節９交際費は、議長公務に伴います会費

等でございます。 

 節１０需用費のうち消耗品費は、官報を

はじめ専門誌や新聞代、定期購読の機関紙、

また、コピー用紙やプリンタートナーなど

に要した経費でございます。 

 印刷製本費は、定例会ごとに発行してい

ます議会だよりの作成・印刷に係る経費な
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どでございます。 

 修繕料は、議場マイクカメラ制御パソコ

ンの不具合が生じたため、急遽予算を流用

し修繕を行ったものでございます。 

 節１１役務費のうち通信運搬費は、事務

局で使用しております携帯電話の通話料、

筆耕翻訳料は本会議での速記並びに委員

会、協議会等における音声の反訳に係る経

費でございます。 

 節１２委託料のうち、会議録検索システ

ムデータ更新等委託料は、ホームページで

運用しています定例会や各委員会の会議

録検索システムのデータ更新に係る経費

でございます。 

 議会映像配信委託料は、市議会ホームペ

ージから本会議の様子をライブ配信及び

録画配信で視聴することができる映像配

信システムの運営管理業務委託料に係る

経費でございます。 

 議会だより全戸配付業務委託料は、議会

だよりの全戸配付に係る経費でございま

す。 

 節１３使用料及び賃借料は、事務局執務

室内の電子複写機レンタル料でございま

す。 

 節１８負担金補助及び交付金のうち政

務活動費につきましては、議員一人当たり

月３万円で四半期ごとに交付し、残余金に

ついては返還いただいております。 

 最後に、全国市議会議長会をはじめ各団

体の負担金につきましては、均等割並びに

人口割にて算出した負担金を支払ってお

ります。なお、近畿市議会議長会負担金、

大阪府市議会議長会負担金及び北摂市議

会議長会負担金については、コロナ禍の影

響により負担金の支払いはございません

でした。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○村上英明委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 委託料の会議録検索シ

ステムです。この間、意見書の過去の分が

令和４年度の分までしか上がっていなく

て、前の意見書を確認しようと思っても見

れない状態です。こういうことについての

改善はできないのかというのが一つです。

議会映像配信委託料、当日生配信をしてい

ただき、その後、以前は１０日ぐらいたっ

てから録画が見れるとのことだったと思

うのですけれども、今少し短めにしていた

だいているとは聞いています。なかなか日

中の時間に生配信を見れなくて、気になっ

て早く中身を知りたいと市民の方からご

意見も聴いています。今回の決算について

はもちろんこれでいいと思っているので

すけれども、そういうことに対して何かで

きないか。 

 例えば、録画は後になったとしても、音

声だけでも配信するとか工夫ができない

のか。前にもどなたか委員の方がおっしゃ

っていました。パネルとかを上げても小さ

くて見えづらいみたいなときにズームア

ップするということも、非常に大変だと思

うのですけれども、今後、予算をいろいろ

と考えていかれる中で、どうお考えなのか

お聞きします。 

 以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 大西局次長。 

○大西事務局次長 増永委員の２点のご

質問にお答えさせていただきます。 

 １点目でございます。ホームページ上の

意見書の検索についてです。 

 委員がご指摘のとおり、過去の分は、現
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在見れない状況になっております。以前か

ら本委員会でもお話をさせていただいて

いますけれども、現在の摂津市議会のホー

ムページは、ファイルメーカーソフトによ

り自前で過去に作ったものを運用してい

る状況です。非常に汎用性が低いものにな

っております。今回、増永委員からご指摘

いただいている検索できないのも把握し

ておりますが、それを改善するプログラム

をどうすればいいかが正直分からないの

が現状でございます。 

 データに関しては、私どもで間違いなく

過去の分は持っておりますので、事務局に

お問い合わせいただければすぐに出せる

ようにはなっております。 

 ただ、現在、どういったプログラムでホ

ームページが作られているのかが、当時作

られた職員も退職されており、はっきり言

ってもう誰にも分からない状況になって

おります。 

 今後に関しましては、以前も申し上げさ

せていただいたのですけれども、摂津市の

ホームページと同様に、摂津市議会のホー

ムページも統合していく。例えば、今でし

たら、摂津市議会のホームページを更新す

る操作と摂津市のホームページを更新す

る操作は全く別物になっており、議会事務

局に異動してきた職員がすぐには使えな

い状況になっております。業務的な不具合

も出ておりますので、こちらについては事

務局で既に検討もしておりますが、いかん

せんホームページをリニューアルすると

なりますと費用がかかってまいります。 

 今年の夏ぐらいに少し業者ともお話を

させていただいておりまして、その際、費

用が８００万円と出ておりまして、なかな

か簡単なものではないと考えております。

この８００万円につきましてはほとんど

がデータ移行の費用になっております。そ

こまで難しいデータ移行でもないので、職

員でもやれないことはないです。ただ、こ

れは地道な作業になりますので、時間が非

常にかかってまいります。大体、通常業務

をやりながら移行していくとなると、１年

ぐらいはかかると思っています。データ移

行以外のホームページのイニシャルコス

トをどれだけ圧縮して更新していこうか

を、今、検討している段階でございます。 

 続きまして、もう１点でございます。議

会の映像配信の短縮についてです。 

 増永委員からおっしゃっていただきま

したように、過去、本委員会で映像配信に

ついては１０日とお話をさせていただい

ております。その際、短くならないかとい

うお話もいただきましたので、業者と交渉

をさせていただき、現在は９日間で配信を

しております。 

 これ以上短くする分に関しましては、な

かなか技術的には正直難しいと考えてい

ます。 

 今の配信につきましては、基本的には検

索ができるようになっています。個別の議

員でという形になっておりますので、この

分を例えば二、三日で配信というのは、多

分難しいと考えております。 

 これはまだ業者側とは何の話もしてい

ませんので、できるかどうかは分かりませ

んし、費用がかかるかもしれませんけれど

も、検索を抜きにして映像だけをずっと流

す。例えば、本会議でしたら午前１０時か

ら午後５時までの分をひたすら映像だけ

で流すのはもしかしたら可能かもしれま

せん。そういう意味で、速報版という形で

リリースすることはもしかしたら可能か

もしれませんので、今後、事務局としても

検討してまいりたいと考えているところ
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でございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ありがとうございます。 

 意見書について、議員は議会事務局にお

願いしたらすぐ分かるということですが、

様々な方が検索されると思うんです。割と

摂津市の意見書、いい内容が市議会として

上げることができて、評価をいただいたり

もしております。過去のものもしっかり見

れる形がいいとは思うのですけれども、今

のお話では大変な額の費用がかかるか、職

員の皆さんに負担が大分かかるというお

話でした。 

 その後の映像配信の問題も含めて、でき

るだけ市民の皆さんにしっかりとした議

会の中身をお伝えできるようなことはや

っていっていただきたい。職員の配置、そ

の他も含めて、負担のない形で前に進めて

いただけるよう、今後、考えていっていた

だきたい。要望にします。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかにございますで

しょうか。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 それでは２点、お聞きかせ

ください。 

 令和４年度インターネット中継及び配

信でのアクセス数を分かる範囲でお教え

ください。 

 ２点目、議会だよりの発行についてです。

議会だよりについては広報せっつとは違

う紙質でやっておられると思います。この

点は、費用削減の面なのか、それとも議会

だより編集委員で決められたのか、私の知

識不足の面もあるのですが、お教えいただ

きたい。 

 以上です。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 塚本委員の２点のご

質問にお答えをさせていただきます。 

 まず１点目、インターネット中継のアク

セス数でございます。 

 こちら、延べでございますけれども、ラ

イブ中継のアクセス数、令和２年度が１，

８８３件、令和３年度、１万６９２件、令

和４年度が８，１５４件となっております。 

 動画配信でございます。経年の３年で申

し上げますと、令和２年度が４万５，１１

１件、令和３年度が６万６１３件、令和４

年度が４万３，４８６件になっております。 

 ２点目、議会だよりと広報せっつの紙質

の違いでございます。こちら、平成２８年

に議会だよりを冊子版に変更しており、そ

のときに紙質の議論をしていただいて、今

の紙質になっているものでございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ２回目は要望とさせてい

ただきます。 

 インターネット中継とか配信が、非常に

需要が高くて、市民の方からもあれを見た

よとか、これを見たよとのお話をいただく

ことが多いです。今は配信期間が１年だっ

たかと思うのですが、できれば費用が許さ

れる範囲で継続的に見れるような形に検

討していただきたい。 

 紙質については、広報せっつが少し光沢

のある紙質に対して、議会だよりはマット

な紙質になっているかと思います。これは

また今後、いろいろと議論していくところ

なのかと思っていますので、またよろしく

お願いします。 

 以上です。 

○村上英明委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 私からは１点、政務活動



- 12 - 

 

費についてです。執行率３４．２％で、コ

ロナが影響していると思うのです。あまり

活動的にできなかった期間があると思う

ので、単純に比較できないのもあるのです

けど、執行率、ここ３年はどんな具合か。

コロナ以前の金額も知りたいというとこ

ろがありまして、確認します。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 西谷委員のご質問に

お答えさせていただきます。 

 すみません、政務活動費の過去５年の数

字を、今持っておりませんので、細かいお

話ができません。今、ご質問いただいてい

ます政務活動費の執行状況はコロナの影

響があるのかというお話でいきますと、全

く影響がございません。 

 基本的に、政務活動費は各会派の皆さん

お一人ずつ月３万円を支給させていただ

くものになっております。その際、年度当

初にまず申請をされるかどうかをお聞き

しております。今、予算の執行状況が三十

何％というお話が出ておりますけれども、

当初予算に関しましては、全会派の全議員

が執行するというのを踏まえての予算に

なっており、マックスの予算になっており

ます。年度当初に政務活動費を申請されな

い会派もございます。その分は未執行にな

りますので、必然的に執行率は低くなりま

す。ちなみに、政務活動費の一番メインで

活用されているものにつきましては、各会

派の広報紙が多いです。そちらに関しては

基本的にコロナの影響は全くございませ

ん。ですので、過去３年を見ても、政務活

動費の執行額はそんなに変化があるもの

ではございません。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 すみません、私が議員に

なったのがコロナ禍だったので、以前の状

況とかも確認したかったのでお聞きしま

した。 

 政務活動費に関しては、私も提案したい

件があります。今回の回答を踏まえ、また

提案させていただきます。ありがとうござ

いました。 

○村上英明委員長 ほか、よろしいでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号、所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４９分 休憩） 

（午前１０時５１分 再開） 

○村上英明委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 それでは、第４回定例会の審議日程及び

議事日程について、事務局から説明をお願

いします。 

 松木主査。 

○松木事務局主査 令和５年第４回定例

会の審議日程案についてご説明させてい

ただきます。 

 お手元の資料に基づき説明いたします。 

 １ページの審議日程につきまして、会期

は１２月４日から１２月２０日までの１

７日間でございます。 
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 １２月４日は、本会議開会前に議会運営

委員会、その後、本会議を開会いただき、

閉会中の継続審査となっていました案件

の委員長報告、採決。そして、付託案件に

ついて提案理由の説明、質疑、委員会付託

並びに即決案件の審議でございます。また、

この日の午後５時１５分が、議会議案の届

出締切りでございます。 

 １２月５日が、文教上下水道及び民生常

任委員会、６日が総務建設常任委員会と常

任委員会予備日、７日が常任委員会予備日、

８日が駅前等再開発特別委員会でござい

ます。また、６日の正午が一般質問の届出

締切りでございます。 

 １５日が議会運営委員会、１９日は本会

議で一般質問。 

 ２０日の本会議では、一般質問の後、付

託案件の委員長報告、採決の後、議会議案

の審議となっております。また、２０日の

本会議終了後に開催いただく議会運営委

員会は、次の第１回定例会の審議日程の仮

決定をお願いするものです。 

 以上が審議日程案です。 

 続きまして、資料の２ページからの議事

日程について説明申し上げます。 

 まず、１２月４日につきましては、日程

１が会期の決定。 

 日程２が認定第１号から認定第８号で、

委員長報告を受けた後、討論、採決でござ

います。 

 この８件を採決グループごとにまとめ

るように順序を並び替えて、備考欄に一括

起立採決、起立採決あるいは一括簡易採決

と記載いたします。 

 先ほどの協議会での態度表明に基づき

整理しますと、認定１号は起立採決、認定

第４号、認定第７号及び認定第８号は一括

起立採決、認定第２号、認定第３号、認定

第５号及び認定第６号は一括簡易採決と

なります。 

 日程３は議案第６８号など３０件で、提

案理由の説明を受けた後、所管の委員会に

付託となります。 

 ３ページ、日程４は報告９号で、報告、

質疑を受けた後、即決でございます。 

 １２月１９日については一般質問でご

ざいます。 

 ４ページ、２０日については、日程１、

一般質問の後、日程２、議案第６８号など

委員会付託案件の３０件を一括議題の上、

委員長報告、採決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 次の議案付託表につきましては、総務建

設、文教上下水道、民生の各常任委員会、

議会運営委員会及び駅前等再開発特別委

員会で審査いただく案件でございます。 

 最後の所管別分割表につきましては、議

案第６８号、令和５年度一般会計補正予算

（第７号）について、付託された委員会で

審査いただく内容でございます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 

○村上英明委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定いたします。 

 続きまして、協議事項についてです。 

 まず、議会運営委員会の引継事項につい

てです。引継事項につきましては、鳥飼ま

ちづくりに関わる特別委員会の１件とな

ります。 

 本件につきましては、河川防災ステーシ

ョン等に関わる予算計上が令和７年度以

降になることを確認しております。 

 つきましては、現時点での協議は行わず、
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引き続き、理事者側の動向を注視してまい

りたいと思いますのでよろしくお願いを

いたします。 

 次に、議員の請負状況の公表についてで

す。 

 本件につきましては、まず事務局から説

明を受けます。 

 香山局次長代理。 

○香山事務局次長代理 議員の請負状況

の公表についてご説明させていただきま

す。 

 お手元の資料、請負禁止の範囲の明確化、

緩和をご覧ください。 

 本件につきましては、昨年に行われた地

方自治法の一部改正により、議員の請負に

関する規制の明確化及び緩和がなされる

こととなりました。 

 具体的に申し上げますと、これまで地方

議会の議員がその自治体と請負契約をす

ることは、地方自治法において禁止されて

おりました。しかしながら、近年、地方議

会では議員の成り手不足が深刻な問題と

なっており、この問題を解決するために今

回の法改正が行われました。 

 これにより、年間３００万円の範囲内に

おいて請負が可能となりました。 

 この法改正を受けまして、全国市議会議

長会からは、各市議会の実情に応じて条例

の制定時期などを判断いただきたい旨の

通知がありました。なお、同議長会からは、

必ずしも条例としての制定が必要ではな

く、各市議会の判断により、条例以外、例

えば規程や要綱によることも可能である

と見解が出されております。 

 このことから、今後、議会運営委員会で

ご協議いただきたいと考えております。 

 現在、事務局において近隣他市の情報を

収集しておりますので、ご協議いただく資

料が整いましたら、改めてご提示させてい

ただきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 質問があればお受けいたします。よろし

いですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 事務局から説明があ

ったとおり、本件につきましては、今後、

本委員会で協議してまいりますのでよろ

しくお願いをいたします。 

 次に、議会運営委員会の行政視察につい

てです。 

 今年度は本委員会の行政視察を見送り

たいと思いますが、皆さんよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定いたします。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１１時１分 閉会） 
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